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参考 北九州市子ども基本条例 

 

北九州市議会の令和６年１２月定例会において、議員提案による「北九州市子ども基本条例」が可決

されました（令和７年４月１日施行）。 

この条例は、市、保護者、施設関係者、事業者及び市民等の責務並びに子どもにとって大切な権利を

明らかにするとともに、子どもの権利の保障等を定めることにより、全ての子どもが心豊かな生活を送

ることができるまちの実現を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的としています。 

 

１ 条例の構成  

第１章から第４章で構成されており、第２章では、「子どもにとって大切な権利」を掲げ、第３章では、

「子どもの権利の保障」として、市や保護者、施設関係者等による努力義務などが規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 虐待に関する規定  

この条例では、「安心して生きる権利(第５条)」の一つとして、差別、いじめ、虐待、体罰、性的搾取、

放置等によって心身を傷つけられないことを保障されなければならないと定めています。 

また、子どもの権利の保障にあたり、「相談への対応(第１３条)」として、児童相談所職員の職務遂行

における教育委員会、警察等の関係機関との連携や、専門資格を有する者の確保や専門性の向上につ

いて努めることなどが規定されています。 

  


